
 
 
 
 

内部統制システム構築の基本方針 
 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社及び子会社は、各部門及び子会社において諸規程が経営の実情に合致しているか常に点検し、諸

規程の見直しを行うとともに、法令及び諸規程を遵守した業務執行の徹底と実施状況の監視を各部門長

の重要な職務と位置付けている。また、コンプライアンス規程により業務の執行に当たり対応する法令

及び社内諸規程の遵守に関するチェック、並びに役職員に対する教育・研修を実施している。 

当社及び子会社は、コンプライアンス違反行為の早期把握、早期是正を行う体制をとるものとし、当

社においては、社内の内部通報体制として「ＫＯＫＥＮコンプライアンスヘルプライン」を整備・運用

している。 

当社及び子会社は、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体と

は一切関係を持たず、全社一体で毅然とした態度をもって対応する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社及び子会社は、文書管理規程及び機密情報管理規程に従って情報を保存・管理し、当該情報を職

務の執行のために必要とする者に対して適切に開示する体制をとっている。 

機密情報、個人情報そしてインサイダー情報などの漏洩のリスクに的確に対処するため、その教育や

監査体制にも重点を置いた情報管理体制の整備、強化に努める。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社及び子会社は、管理本部、マーケティング本部、営業本部、技術本部、製造本部が本部内の各部

門及び子会社のリスクを統制すると同時にそれぞれが相互に牽制を行う体制をとっている。その業務執

行状況については内部監査規程により業務監査を行い、また、特に製品に関しては品質保証監査により

チェックを実施する。その結果は社長に報告され、必要に応じ改善措置を講じる体制となっている。 

当社及び子会社全体のリスク管理は内部統制担当役員が統括し、必要な規程の整備を推進するととも

に想定されるリスクの低減及び緊急事態への対応が可能なリスク管理体制の整備に努める。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社及び子会社は、原則として毎月１回取締役会を開催し、経営上の重要事項の決定及び執行の監督

を行う。 

取締役、幹部社員、監査役で構成する幹部会議を毎月１回開催し、経営意思の伝達及び各部門及び子

会社の業務遂行状況と問題点の把握、対応策の討議を行う。 

また、年度予算制度により、予算の執行は各部門及び子会社が立案した業務目標及び品質目標に基づ

く実行計画によって遂行し、目標の進捗・達成状況を定期的に社長に報告し、適宜、計画及び社内諸規

程などのシステムの有効性についての確認を行って継続的な改善に努める体制をとっている。 

なお、当社においては、会社意思決定機能と業務執行機能の分離による機能強化及び執行責任の明確

化を図るために、執行役員制度を導入している。 

 

５．当社並びに当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社及び子会社は、「我社の理念」を企業集団全体で共有し、その実現に向け、企業集団全体のコン

プライアンス体制及びリスク管理体制の構築に努め、必要な管理を行う。 

当社は、海外子会社管理規程に定める事項についての報告を子会社に求め、子会社の意思決定及び業

務執行の適正性及び効率性を確保する。 



 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制 

当社は、監査役より監査事務の補助の求めがあった場合、使用人を監査役会補助スタッフとして配置

するよう努める。配置する使用人の任命については、取締役と監査役が協議して決定する。 

 

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項 

監査役会補助スタッフとして使用人を配置した場合、その使用人に対する指揮命令権は監査役に属す

るものとする。また、当該使用人の人事考課は監査役が実施し、人事異動については、取締役と監査役

が協議して決定する。 

 

８．監査役に報告をするための体制、及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り

扱いを受けないことを確保するための体制 

当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社取締役会又は幹部会議で業務執行状況及びリスクとなる

問題点とその対応策について監査役に報告する体制となっている。 

また、当社においては、前述の体制以外に内部通報制度「ＫＯＫＥＮコンプライアンスヘルプライン」

に常勤監査役への通報、相談の窓口を設けることにより、監査役への報告が可能な体制となっている。 

これらの報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることをコンプラ

イアンス規程により禁止している。 

 

９．監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について

生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払などの請求をしたときは、当該監査役の職務の

執行に必要でないと認められた場合を除き、当社は速やかに当該請求に応じるものとする。 

 

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会は、監査役の監査が実効的に行なわれることを目的として、定期的に代表取締役と監査役と

の意見交換を行うための会議を開催している。 

 

以上 


